
今、診療している医療機関を調べるときは・・

小児科 令和5年度４月１日からの
夜間や休日における小児科の医療のかかり方

「昼間は混むから」「平日は忙しいから」等の理
由で、病状的には緊急性が無いにもかかわらず、
休日診療所や救急医療機関を安易に受診する
方がおられます。
このような受診は、救急医療機関に過度の負担
を与えるばかりか、重症患者の治療に大きな支
障をきたします。大切な命を救うため、
救急医療を本当に必要としている方のために、
医療機関の適正受診にご理解とご協力をお願
いします。

「医療ネット滋賀」をご活用ください。
下記URLまたはQRコードのページ
から、現在診療している医療機関を
検索できます。

https://www.shiga.iryonavi.jp/

「かかりつけ医」をもちましょう適正受診にご協力をお願いします

令和5年度版

お問い合わせ先
彦根市健康推進課☎0749-24-0816
豊郷町医療保険課☎0749-35-8１１7
多賀町福祉保健課☎0749-48- 8115

かかりつけ医とは・・・
日頃、身近で気軽に相談や受診できる医師
のこと。
健康のことで不安になったときのため、気軽
に相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。

かかりつけ医や近隣診療
所の開業時間に受診で
きるよう心がけましょう。

愛荘町健康推進課 ☎0749-42-4887
甲良町保健福祉課 ☎0749-38- 5151
湖東健康福祉事務所☎0749-22 -1770


